
　

■住民基本台帳法

　（調査）

第34条　市町村長は、定期に、第７条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとさ

　れる事項について調査をするものとする。

２　市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第７条及び第

　30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。

３　市町村長は、前２項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に

　対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

４　当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示

　す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。


